
●生命保険・地震保険料控除…支払った保険料（年間）をもとに計算してください。

地
　
震
　
保
　
険
　
料
　
控
　
除

２つの控除額の
合計を記入

（限度額25,000円）

15,001円～

⑤旧個人年金保険料の計

①～⑤の区分ごとに、それぞれ支払っ
た保険料の金額（年額）を記入してくだ
さい。

Ｂ
平成23年12月31日以前に締
結した保険契約等（旧契約）
に係る生命保険料控除

④旧生命保険料の計

本人又は配偶者その
他の親族を受取人と

する生命保険料、個人
年金保険料、介護医療
保険料を支払った場合
（最高限度額７万円）

⑤旧個人年金保険料控除額
　現に婚姻していない方又は配偶者の生死の明ら
かでない一定の方のうち、次の要件を満たす方
(1) 生計を一にする子(前年中の総所得金額等58万
　  円 以下)を有すること。
(2) 前年中の合計所得金額が500万円以下であるこ
     と。

②夫と死別又は離別後婚姻していない方で、前年
中の合計所得金額が500万円以下かつ子以外の扶
養親族を有する方

金一
額番
を大
転き
記い

寡
婦
控
除

控除額

③介護医療保険料の計

③介護医療保険料控除額

[表面の書き方]　「１　収入金額等」欄から順に記入してください

●医療費控除…支払った医療費（年間）をもとに計算してください。

支払った医療費等

Ｂ

３つの控除額の合計を
記入（限度額７万円）

申告書の⑫（所得金額の合計）※

Ａ

保険金などで補填される金額

Ｃ

Ｆ

〔４　所得から差し引かれる金額〕の計算方法
①申告書の「３　所得から差し引かれる金額に関する事項」の該当欄に記入してください。

②下の説明を参考に、それぞれの控除額を計算し「４　所得から差し引かれる金額」の
　あてはまる番号に転記してください。

個人年金保険料控除額

Ａ　－　Ｂ

Ｅ

Ｇ

●人的控除・・・各種要件により控除額が異なります。

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

（小数点以下切り上げ）

①新生命保険料の計

ひ
と
り
親
控
除

② 普通
     障害

障
害
者
控
除

※寡婦控除、ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」
   「妻(未届)」と記載がある方がいる場合は対象外となります。

26万円

26万円

30万円

  本人又は生計を一にする配偶者その他の親族が障害者の場
合

Ｂ　支払った旧長期損害保険料

控除額区　　　分

26万円

30万円

両方ある場合　①＋④

①～⑤の区分ごとに、上の表により控除額を計算して、そ
れぞれ下の「控除額」欄に記入してください。

②新個人年金保険料控除額

①夫と死別後婚姻していない方で、前年中の合計
所得金額が500万円以下の方

円

地震保険料の計

Ａ×1/2(限度額25,000円）

旧長期損害保険料の計

控除額

5,000円以下

Bの金額

B×1/2+2,500円

Ａ　支払った地震保険料

Ａ
平成24年1月1日以後に締結
した保険契約等（新契約）に
係る生命保険料控除

一般生命保険料控除額

①新生命保険料控除額

②新個人年金保険料の計

金一
額番
を大
転き
記い

④旧生命保険料控除額

介護医療保険料控除額

両方ある場合　②＋⑤

　≪セルフメディケーション税制については4ページ下部をご参照ください≫

●社会保険料控除…支払った保険料をそのまま控除することができます。

⑬ 円

社
会
保
険
料

控
除

本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康
保険、介護保険、後期高齢者医療保険、社会保険の任意
継続、国民年金、厚生年金、雇用保険などの社会保険料
を支払った場合

Ｄ

Ｃ　－　Ｆ

本人又は生計を一にする
配偶者その他の親族の
医療費を支払った場合
（最高限度額200万円）

円

※ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額（特別控除前の金額）の合計額を加算します。

医
療
費
控
除

Ｄ×0.05（小数点以下は切り捨て）

10万円とＥの少ないほうの金額

●小規模企業共済等掛金控除…支払った保険料をそのまま控除することができます。

㉘

円

小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に
基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行
う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合

10,000円

5,001円～
15,000円

⑯

支払った保険料の
全額

（小数点以下切り上げ）

本人又は生計を一にする配
偶者その他の親族が所有し
ている居住用家屋・生活用動
産に対する保険や共済の契
約で、かつ、地震、噴火又は
津波等を原因とする火災、損
壊等による損害の額を補填
する地震保険料を支払った
場合（最高限度額2.5万円） 身障手帳３～６級、精神手帳２～３級、療育手

帳Bなど

身障手帳１～２級、精神手帳１級、療育手帳Ａ
など※同居の場合はさらに23万円を加算

 給与所得等がある方のうち、本人が学生・生徒等
であり、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給
与所得等以外の所得が10万円以下の方

円

※障害者手帳の写しを添付してください。
※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族（16歳未満）である場合にお
   いても適用されます。
※要介護認定を受けている方（65歳以上）などで障害の程度が障害者
 　に準ずる方として、各地区保健福祉センター所長の発行する証明書
   の交付を受けた方は、所定の金額が控除されます。

勤
労
学

生
控
除

① 特別
    障害

⑭

⑮

生

命

保

険

料

控

除

合計（㉖+㉗+㉘) ㉙ 2,852,200

医療費控除
区

分
㉘ 300,000

㉖ 2,552,200
雑 損 控 除 ㉗

㉕ 430,000
⑬ か ら ㉕ ま で の 計

特定親族特別控除 ㉔ 210,000
基 礎 控 除

530,000
配 偶 者 ( 特 別 ) 控 除

㉑～
㉒ 330,000

寡 婦 、 ひ と り 親 控 除
⑰～

⑱
勤 労 学 生 、

障 害 者 控 除

⑲～
⑳

４
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

扶 養 控 除 ㉓

地 震 保 険 料 控 除 ⑯ 25,000

小 規 模 企 業

共 済 等 掛 金 控 除
⑭

社 会 保 険 料 控 除 ⑬ 627,200

生 命 保 険 料 控 除 ⑮ 70,000

合 計 ⑫ 1,937,500

⑩ 1,007,500

総合譲渡・一　　時 ⑪ 150,000

60,000
合計（⑦+⑧+⑨）

⑦ 947,500
業 務 ⑧

そ の 他 ⑨

給 与 ⑥ 650,000

雑

公 的 年 金 等

配 当 ⑤

不 動 産 ③ 130,000
利 子 ④

営 業 等 ①

農 業 ②

300,000

２
　
所
　
得
　
金
　
額

事
業

総

合

譲

渡

短 期 コ

長 期

そ の 他 ケ 900,000

サ

一 時 シ

1,630,000
業 務 ク

給 与 カ 1,400,000

雑

公 的 年 金 等 キ

不 動 産 ウ 250,000
利 子 エ

配 当 オ

１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

事
業

営 業 等 ア
円

農 業 イ

330,000

内 人

住宅借入金等特別控除の額

人 人

〇 1 1 1
有 従有 人 内 従人人

1

  の有無等

配偶者（特別）

控 除 の 額

非居住者

である

親族の数老人 特別 その他

控除対象扶養親族等の数

（配偶者を除く）
16歳未満

扶養親族

の数

障害者の数

（本人を除く）

円 円 円

1,400,000 750,000
（源泉）控除対象配偶者

2,970,000 0給与
円

梅本　太郎
種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

令和７年分　給与所得の源泉徴収票
支　払

を受け

る　者

住

　

所
いわき市平字○○○○

（受給者番号）

　
（役職名）

氏

名

(ﾌﾘｶﾞﾅ） 　ウメモト　　タロウ

地震保険料の控除額

特定 老人 その他 特親

従人従人人従人 人

円

千 円 人

1
特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額

円 円円

210,000 300,000

円

　

□　死別 □　生死不明
□　離婚 □　未帰還

⑳

□

円

続柄

平 ・ 令 ・　　　　・ 続柄

□ 特親 控除額

平 ・ 令 22 ・ 8 ・ 8 続柄 孫

□ 特親 控除額 210,000円

明・大

昭・平・令
・　　　　・

令
和

１月１日現在の住所

　平字○○○○
職業（又は勤務先）

 いわき市 会社員
フリガナ 　　　　　ウメモト　　　　タロウ 電話（自宅・携帯）

氏　名 　　梅本　太郎
○×-△△△△

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

8 生年月日 個人番号

年
度

明･大・昭・平・令 36 ・ 7　・  7 

⑬ 社会保険の種類 支払った保険料

社会保険料
 

 控　　　　 除

 社会保険料（源泉徴収票のとおり） 320,000 円

 国民健康保険・後期高齢者医療保険

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書

 介護保険・国民年金・その他（           ) 307,200
合　　計 627,200

⑮ 新生命保険料の計 旧生命保険料の計

生命保険料

控　　　　除

85,000 円 52,000 円

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計
円 105,000 円

介護医療保険料の計

30,000 円

⑯ 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

地震保険料控除 60,000 円 20,000 円

⑰～⑲ ⑰ □ 寡婦控除 ⑱ ⑲ □ 勤労学生控除

（学校名）寡婦控除、

ひとり親控除、

勤労学生控除

□ ひとり親

控　　除

1
氏名 梅本　二郎 障害の程度 身体・精神・療育 1 級

級
 障害者控除

個人番号

2
氏名 障害の程度 身体・精神・療育

個人番号

㉑～㉒
氏名 梅本　菊子

生年

月日

明・大

昭・平・令 31 ・3 ・3 同一生計配偶者

（控除対象配偶者

を 除く ）

配偶者控除 ・

配偶者特別控除・

同一生計配偶者
配偶者の

合計所得金額 0
個人

番号

59 ・ 7 ・ 7 続柄 子㉓～㉔

1
氏名 梅本　二郎

生年

月日

明・大

昭・平・令

□ 特親 控除額

扶

養

控

除
・

特
定

親

族

特
別

控

除

個人

番号

□ 同居

□ 別居

続柄 孫
2

330,000円

明・大

昭・平・令 18 ・ 9 ・ 9氏名
生年

月日

続柄

個人

番号

□ 同居

□ 別居

梅本　三郎

3
氏名

生年

月日

□ 特親 控除額
個人

番号

□ 同居

□ 別居

4
氏名

生年

月日

明・大

昭・平・令
・　　　　・ 続柄

個人

番号

□ 同居

□ 別居

１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

(

控

除

対

象

外

)

1
氏名 梅本　桃子

生年

月日
個人
番号

□ 同居

□ 別居

・　　　　・

2
氏名

生年

月日
個人
番号

□ 同居

□ 別居

平 ・ 令

3
氏名

生年

月日
個人
番号

□ 同居

□ 別居

㉖ 損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

 雑 損 控 除

・　  　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

㉗ 支払った医療費等 保険金などで補塡される金額

 医療費控除 600,000 円 200,000 円

円 円 円

2 3 4 1 25 6 7 8 9 01

9 0 1 2 3 43 4 5 6 7 8

9 0 1 2 3 43 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

　　ウメモト　タロウ
年 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

人 人 人 人 内 人) 人 人

令和７年分　公的年金等の源泉徴収票

区分 支　払　金　額

　いわき市平字○○○○
 支払を受ける者

　　梅本　太郎

（フリガナ）

36 7 7

0 0

氏名
生年

月日

所得税法第203条の３第７号適用分

住所又は

居所

1,630,000

0

00

16歳未満の

扶養親族の数その他
特別

障害者

その他

障害者
特別

寡婦

本人 控除対象配偶者

の有無等

控除対象扶養親族の数

源　泉　徴　収　税　額

所得税法第203条の３第１号・第４号適用分

所得税法第203条の３第２号・第５号適用分

老人 その他
一般 老人

特別

所得税法第203条の３第３号・第６号適用分

円

障害者の数

寡婦

寡夫
特定

大正 昭和 平成 令和明治

20,000

非居住者

である

親族の数

社会保険料の金額

0

0

【所得金額調整控除】

給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は所得金額

調整控除が適用されます。

・所得金額調整控除額＝（給与所得＋公的年金等雑所得）－10万円

※給与所得及び公的年金等雑所得がそれぞれ10万円を超える場合は10万円とする。

56,001円～ 28,000円

32,001円～56,000円保険料×1/4＋14,000円

支払った保険料の金額 控　除　額

12,001円～32,000円 保険料×1/2＋6,000円

12,000円以下 支払った保険料の全額

（限度額28,000円）

（限度額28,000円）

・所得金額は右の
【表３】により算出
します。

・ 源泉徴収票【表１】の「支払金額」

（複数ある場合は合計した金額）を

「１ 収入金額等」の「カ」へ記入して

ください。

・ 源泉徴収票がない場合は
申告書裏面の「６ 給与所得の内訳」
【表２】に内訳を記入してください。

【表３】給与所得の速算表

【表１】

６　給与所得の内訳
　日給などの給与所得のある人で、源泉徴収
　票のない人は記入してください。

月 日　給
勤務

月　収
日数

1
円

100,000

2 100,000

100,000

3 100,000

11 100,000

12

円賞   与   等 200,000

合　   　計 1,400,000

円

【表２】

申告書裏面

に記載欄が

あります

・ 源泉徴収票【表４】の「支払金額」

（複数ある場合は合計した金額）を

「１ 収入金額等」 の「キ」へ記入して

ください。

※障害年金や遺族年金は

非課税所得です ので、 含めない

で ください。

・ 所得金額は下の【表５】により算出

します。

公的年金収入のある方

【表４】

【表５】公的年金等に係る雑所得の速算表

※源泉徴収票の様式は変更される場合があります。

70,001円～ 35,000円

40,001円～70,000円保険料×1/4＋17,500円

支払った保険料の金額 控　除　額

15,001円～40,000円 保険料×1/2＋7,500円

15,000円以下 支払った保険料の全額

A B

給与（パート・アルバイト）収入のある方

１月１日現在の住所・氏名・生年月日・電話番号・
個人番号（マイナンバー）を必ず記入してください。 表面

●計算例(申告書記載例の場合)

①新生命保険料
85,000円→28,000円（限度額）

③介護医療保険料
30,000円×1/2+6,000円
=21,000円

④旧生命保険料
52,000円×1/4+17,500円
=30,500円

⑤旧個人年金保険料
105,000円→35,000円（限度額）

・一般生命保険料控除＝30,500円
・個人年金保険料控除＝35,000円
・介護医療保険料控除＝21,000円

★⑮＝70,000円（限度額）

●基礎控除・・・本人の合計所得に応じてそれぞれ

次のとおりとなります。

㉙合計を計算する際は、必ず含めてください。

※手取り金額ではなく、社会保険料や所得税が

引かれる前の金額（総支給額）を記入してください。

●医療費控除

セルフメディケーション税制の適用を選択する場合には

「医療費控除」㉘欄の「区分」に「１」と記入してください。

※昭和31年1月1日以前に生まれた方

【所得金額調整控除】

給与収入金額が850万円を超え、次の条件のいずれかに該当する場合、次の所得金額調整控除を給与

所得の金額から差し引きます。

・所得金額調整控除＝（給与等の収入金額－850万円）×10%
※給与収入金額が1,000万円を超える場合、使用する給与収入金額は1,000万円

ア 本人が特別障害者である場合

イ 22歳以下の扶養親族を有する場合

ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

●配偶者(特別)控除
本人と同一生計の配偶者のそれぞれの合計所得金額に

応じて次のとおりの控除額となります。
なお、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者

（特別）控除は適用されませんが、配偶者の合計所得金額
が58万円以下の場合は、申告書㉑～㉒欄の「□同一生計
配偶者（控除対象配偶者を除く）」にチェックを入れてくださ
い。

また、夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することは
できません。

本人の合計所得金額 控除額

2,400万円以下 43万円

2,500万円超 適用なし

2,400万円超2,450万円以下 29万円

2,450万円超2,500万円以下 15万円

●扶養控除 ・ 特定親族特別控除
本人と生計を一にする親族（六親等内の血族、三親等内の姻族）一人
あたりについて、扶養している場合、次のとおりの控除額となります。

1 ,300 ,001円～1,330 ,000円 30,000円 20,000円 10,000円

1,330 ,001円～ 適用なし 適用なし 適用なし

1,200 ,001円～1,250 ,000円 110 ,000円 80,000円 40,000円

1,250 ,001円～1,300 ,000円 60,000円 40,000円 20,000円

適用なし

配
偶
者
特
別
控
除

1,100 ,001円～1,150 ,000円 210 ,000円 140 ,000円 70,000円

1,150 ,001円～1,200 ,000円 160 ,000円 110 ,000円 60,000円

控
除
種
別

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額

10 ,000 ,001円～

控除額

9,000 ,001円
～

9,500 ,000円

9,500 ,001円～
10,000 ,000円

1,050 ,001円～1,100 ,000円 260 ,000円 180 ,000円 90,000円

配

偶

者

控

除

   580 ,001円～1,000 ,000円 330 ,000円 220 ,000円 110 ,000円

1,000 ,001円～1,050 ,000円 310 ,000円 210 ,000円 110 ,000円

0円～580,000円 330 ,000円 220 ,000円 110 ,000円

380 ,000円※老人控除対象配偶者 260 ,000円 130 ,000円

～9,000 ,000円

控除種別 控除額
450,000円

同居 450,000円
別居 380,000円

適用なし
330,000円
450,000円
410,000円
310,000円
210,000円
110,000円
60,000円
30,000円
適用なし

特定親族
特別控除
19歳以上

23歳未満

扶養控除

1,230,001円 ～

老人扶養(70歳以上)

特定扶養(19歳以上23歳未満)

年少扶養(16歳未満)

上記以外の一般扶養

950,001円 ～ 1,000,000円
1,000,001円 ～ 1,050,000円
1,050,001円 ～ 1,100,000円
1,100,001円 ～ 1,150,000円
1,150,001円 ～ 1,200,000円
1,200,001円 ～ 1,230,000円

扶養親族の合計所得金額

0円～
580,000円

580,001円 ～ 950,000円

収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額

収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額
収入金額 収入金額 収入金額

-
65歳以上

～ -
3,300,000

3,299,999
4,099,999

～ ×85％7,699,999
×75％

×

-
以前に生まれた方) 7,700,000 ～ ×95％ -
(昭和36年1月1日 4,100,000

7,699,999
75％ -

(昭和36年1月2日 4,100,000 ～ ×85％ -

65歳未満

以後に生まれた方） 7,700,000 ～ ×95％ -

1,299,999
4,099,999

～

～

600,000
275,000

-
1,300,000 ～

685,000
1,455,000

1,100,000
275,000
685,000
1,455,000

9,999,999

年齢 収入金額(円)

- 1,000,000 - 900,000

- 485,000
×75％－ 175,000 ×75％

×95％

- 75,000

- 1,255,000
×85％－ 585,000 ×85％

- 500,000 - 400,000

×95％－ 1,355,000

85％ - 485,000
×75％ - 175,000 ×75％

1,355,000 ×95％

- 75,000
×85％ - 585,000 ×

- 1,255,000

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額（円）
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

1,755,000

×95％ -
10,000,000 ～ - 1,955,000 - 1,855,000 - 1,755,000

9,999,999
10,000,000 ～ - 1,955,000 - 1,855,000 -

～ 650,999
651,000 ～ 1,899,999

1,900,000 ～ 3,599,999
3,600,000 ～ 6,599,999
6,600,000 ～ 8,499,999
8,500,000 ～

給与等の収入金額の合計額（円） 給与所得の金額(円)

0
収入金額－650,000

収入金額－1,950,000

Aは収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数

A×4×70％－80,000
A×4×80％－ 440,000
収入金額×90％－1,100,000


